
YouTube 【宅建動画の渋谷会】 佐伯竜                                    毎朝一問 《権利関係》 

【渋谷会】佐伯講師の担当講座  https://shibuyakai.com/ 

賃借権の譲渡 宅建 H17-13-1 ≪#728≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

借地人Ａが、甲地所有者Ｂと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいてＡ

が甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Ｃに譲渡した。甲地上のＡ所有の建

物が登記されている場合には、ＡがＣと当該建物を譲渡する旨の合意をすれば、Ｂの承諾の有

無にかかわらず、ＣはＢに対して甲地の借地権を主張できる。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 誤り 

 

≪ポイント≫ 賃借権の譲渡及び転貸の制限 【★基礎必須】 

1 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡すことができない。 

 

 

 ⇒ 賃借地上の建物の売買契約が締結された場合には、特段の事情のない限り、売主は買

主に対し敷地の賃借権をも譲渡したものと認められる。 （最判昭 47.3.9） 

   ※ つまり、賃貸人の承諾を要する 

 

 

2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人

は、契約の解除をすることができる。 （民法 612 条） 
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